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１２月６日(木)「おひとり様の終活講座」開催決定‼

東京都行政書士会北支部では、平成３０年１２
月６日（木）、北区王子の北とぴあにて、「おひ
とり様の終活講座」と題して一般区民の皆様向け
の講座を開催いたします。
講座では表題のとおり、「いざというとき、身

近に頼れる親族がいない…」とお悩みのおひとり
暮らしの方やお子様のいないご夫婦を対象に、老
後の暮らしに備える制度やご自身が亡くなった後
の手続きを代行する契約など、これからの終活に

活かしていただける情報を座談会形式でご紹介し
ます。
また、スペシャルゲストとして、日本海洋散骨

協会の村田ますみ理事長を講師にお迎えし、今話
題の海洋散骨や墓じまいに関する情報をお届けし
ます。
応募方法等、開催要項は下記のとおりです。

奮ってのご参加をお待ちしております。

開催要項

開催日時 平成３０年１２月６日（木）

１３時３０分～１５時３０分（開場１３時１５分）

会場 北とぴあ７階 第一研修室（北区王子１－１１－１）

ＪＲ王子駅、東京メトロ王子駅より徒歩１分

トークテーマ ★ ひとり暮らしの老後や死後にはどのような問題が発生するの？

★ 認知症に備える！任意後見契約ってどんなしくみ？

★ ひとり暮らしで亡くなったらお葬式や家の片づけは誰がやってくれるの？

★ 実家のお墓を継ぐ人がいない…どうすればよいの？

★ 私の遺骨は海に撒いてほしい！今話題の散骨ってどんなもの？

など

参加定員 ６０名（行政書士など専門家の方の受講も歓迎です）

参加費 無料

申込み方法 電話：０３－５９６３－７４３７ （受付時間：平日９時～１７時）または、

メール：info@kitashibu.tokyo にて、１２月４日（火）までにお申込みくだ
さい

司会／行政書士

山賀 良彦
講師／行政書士

溝口 庸一
講師／行政書士

吉村 信一
講師／日本海洋散骨協会理事長

村田 ますみ
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夏の懇親会を開催しました
平成３０年８月２日（木）、銀座アスター赤羽

賓館において、東京都行政書士会北支部・東京行
政書士政治連盟北支部主催の夏の懇親会を開催い
たしました。来賓に、北支部の活動に日頃より大
変お世話になっている方々をお招きし、支部会員
との懇親・交流を深める場として例年８月に開催
しています。
本年は昨年の懇親会を踏まえ、立食形式を中心

にしながらも座席も十分にご用意致しました。こ
れにより昨年以上に出席者同士の懇親もすすみ、
会場のあちらこちらで賑やかな笑い声の聞こえる

会となりました。
会の後半では、北区が行なっている、北区のさ

まざまな魅力のある景観資源を２７７の候補地か
ら応募によって決定する「みんなでつくる北区景
観百選2019」を紹介しました。北区にゆかりの
ある参加者の皆様と北区の活動について共有する
ことで、より一層、地域を軸に連携を深めること
ができたと思います。来年も地域の皆様との交流
を深める活動として継続したいと考えています。

（副支部長・総務部担当：山賀良彦）

溝口庸一 支部長 徳山義行 政連支部長 常住豊 会長

花川與惣太北区長 太田昭宏 衆議院議員 高木けい 衆議院議員 池内さおり前衆議院議員

大松あきら 都議会議員 曽根はじめ都議会議員 音喜多駿 都議会議員

会場での懇親の様子 参加者全員で記念撮影
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夏の懇親会 ご来賓ご芳名
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第2７回 北区事業とくらしの無料相談会に参加しました
平成３０年６月９日（土）午後１時から午後４

時まで「第２７回北区事業とくらしの無料相談会
」が北とぴあ地下展示ホールで開催されました。
これは、各士業団体と弁護士法人東京パブリッ

ク法律事務所が主催し、北区周辺の住民とその事
業者向けに開催されている相談会です。参加士業
は行政書士のほか、弁護士、司法書士、税理士、
社会保険労務士、中小企業診断士、不動産鑑定士
土地家屋調査士、弁理士、公認会計士の１０士業
となります。
毎回、様々な相談に対して一度の相談で複数の

専門家のアドバイスを同時に受けることができ、
このことが好評の要因となっております。今回の
相談件数は、電話予約が３２件（当日キャンセル
なし）、当日直接のご訪問が２件の計３４件で、
特に、相続・遺言、不動産に関する相談が多くを
占めておりましたが、法人の設立についての相談
などもありました。

東京都行政書士会からは８名が参加し、１４件
の相談に応じました。その他の士業の相談に対す
る参加件数は、弁護士２９件、司法書士２６件、
税理士１１件、社会保険労務士１４件、中小企業
診断士３件、不動産鑑定士１８件、土地家屋調査
士１０件、弁理士１件、公認会計士１件となって
おります。
終了後の相談者のアンケートでは、「とても満

足」、「満足」合わせて３４件中３０件とかなり
の高評価を頂きました。
私自身も他士業の皆様と同席して相談を受ける

機会はあまりないため大いに勉強になりました。
今後も、相談者の期待に応えるため、相談者の抱
えている問題をより丁寧に聞く姿勢を心がけ、問
題解決のお手伝いができるよう、相談会の更なる
工夫・改良を行っていきたいと思います。

（経理部長：柳沢裕治）

北区長 花 川 與惣太 様

衆議院議員 太 田 昭 宏 様

衆議院議員 高 木 け い 様

前衆議院議員 池 内 さおり 様

東京都議会議員 大 松 あきら 様

東京都議会議員 曽 根 はじめ 様

東京都議会議員 音喜多 駿 様

北区議会議員(自由民主党・副幹事長) 前 田 ゆきお 様

北区議会議員(自由民主党) 戸 枝 大 幸 様

北区議会議員(公明党・幹事長) 近 藤 光 則 様

北区議会議員(公明党・副議長) 稲 垣 浩 様

北区議会議員(日本共産党・政務調査会長) 野 口 将 人 様

北区議会議員(日本共産党) 永 井 朋 子 様

北区議会議員(立憲クラブ・副幹事長) 花 見 たかし 様

北区議会議員(社会民主党) 佐 藤 ありつね 様

北区議会議員(国民の命を守る会) 吉 岡 けいた 様

北区議会議員(日本を元気にする会) 斉 藤 り え 様

東京都教職員研修センター
前桐ヶ丘郷小学校校長 木 村 良 平 様

王子公証役場公証人 久 我 泰 博 様

王子公証役場公証人 横 田 信 之 様

東京都行政書士会会長 常 住 豊 様

東京都行政書士副会長 上 池 敏 子 様

東京行政書士政治連盟副会長 島 岡 清 美 様

東京都行政書士会
行政書士ADRセンター東京センター長 光 永 謙太郎 様

(株)日本政策金融公庫上野支店
融資第二課長 古 川 豊 様

(株)日本政策金融公庫板橋支店融資課長 大 曲 信 之 様

城北信用金庫ソリューション事業部部長 中 山 正 人 様

第一勧業信用組合東十条支店支店長 菊 地 幸 則 様
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相談員研修会を開催しました

平成３０年６月１８日（月）、北とぴあ９０２会
議室にて、相談員研修会を開催しました。東京都行
政書士会北支部では、毎月１回、北区役所ロビーを
はじめとした区内各所で無料相談会を開催しており
ますが、相談員研修会は、そこで活動する相談員に
とって、年に一度、受講必須の研修会となっていま
す。また、昨年度から他支部会員もお迎えしており
ますが、今年度は、新入会員の方を中心とした４名
の他支部会員にご参加いただきました。
我々法律家が相談をお受けする際、「いかに法律

的な問題やポイントとなる部分を捨象するか」「法
律的なアドバイスを提供することが問題解決に繋が
る」という姿勢で臨みがちですが、相談者からは「
話をきちんと聞いてもらえなかった」と不満に繋が
ることがあります。その問題を解決する有効な手段
となるのが、「当事者同士（相談者と法律家）が協
働し、解決すべき課題の認識を共有し、課題の解決
方法について合意形成をする」という、行政書士A
DR センター東京が行っている対話促進型調停にお
ける調停技法です。
今年度も、行政書士ADRセンター東京の光永謙太

郎センター長を講師にお迎えし、対話促進型調停に
おける傾聴技法や対話技法について、参加者同士で
ロールプレイを行いながら学んでいきました。
例えば「パラフレージング」という対話技法では、
話し手が語った言葉を、意味を変えずにそのまま繰

り返して伝え返すことで、聞き手が話し手の話を理
解していることを伝える効果があります。また、「
リフレーミング」という対話技法では、「彼は謝罪
するべきだ」という言葉を「あなたは彼に謝罪して
ほしいのですね」などと、話し手が語った言葉を枠
組みを揺らす形で言い換えて伝え返すことで、話の
内容を明確にし、聞き手と話し手が、課題を解決す
る方法を共有できる効果があります。
相談を受ける際、法律知識だけでなく、これらの

コミュニケーションスキルを効果的に組み合わせる
ことで、相談者に満足していただける有意義な相談
会が開催できると思います。今年度も東京都行政書
士会北支部では、「相談者中心の相談」を心がけて
まいります。 （広報部長：吉村信一）
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信用組合職員様向けに研修会を実施しました
平成３０年７月２６日（木）、全東栄信用組合十

条支店（北区上十条３－１５－２）において、同支
店の職員様向けに行政書士業務を紹介する研修会を
実施しました。
東京都行政書士会では、活動理念ある「地域との共
生」の施策のひとつとして、さまざまな金融機関と
の連携協定を結んでおり、全東栄信用組合とも平成
３０年１月に協定を締結しております。今後、両者
の連携を深め実効性のあるものにしていくために、
信用組合職員の皆様に「行政書士がどんな業務を取
り扱っているのか」「どんなことを相談・依頼する
ことができるのか」を知っていただくことが重要と
いうことで、今回の研修会を実施することとなりま
した。
東京都行政書士会からは、十条支店の管轄が北区

と板橋区に跨ることから、溝口庸一・北支部長、坂
田早苗・板橋支部長をはじめ、両支部の役員が講師
として参加しました。また、全東栄信用組合からは
細田勉支店長はじめ９名の職員の皆様にご参加いた
だきました。
研修会では、相続、会社設立、許認可など、行政

書士が取り扱う業務や他士業者の業務との棲み分け
などを説明したのち、職員の方から事前にいただい
た質問に答える形で進めていきました。

研修会終了後、細田支店長からは「今まで司法書
士業務、行政書士業務の違いなど棲み分けがあるこ
とを意識せずに相談をしていたが、行政書士が取り
扱う業務についてよく分かった」との感想をいただ
きました。
今回の研修会は、行政書士業務についてご理解い

ただくということだけでなく、同じ地域で地域密着
をモットーに活動している両者が、顔の見える関係
として繋がれたということに大きな意義があると思
います。今後も、地域住民の皆様のお役に立てるよ
う、より一層、両者の連携を深めていきたいと思い
ます。 （広報部長：吉村信一）
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平成３０年７月２０日（金）午後６時半から８
時半まで、北とぴあ１４階スカイホールにおいて
空き家の利活用セミナーと無料相談会が開催され
ました。
これは、東京都行政書士会が平成３０年度の東

京都空き家利活用等普及啓発・相談事業体に選抜
され、その事業の一環として開かれたもので、第
１回目の催しとなります。
主催は東京都行政書士会ですが、東京都行政書

士会北支部と空家問題サポートセンタ―（空家対
策特別委員会）が共催、北区が後援と、地域に根
差した空き家問題を解決しようという取組みにな
ります。参加者は約６０名と盛況でした。
まず、東京都行政書士会の常住豊会長が挨拶し

次に空き家対策特別委員会田崎敏男専務理事が「
空き家の事例と対応」について、具体例を交えて
講演。北区で開業している税理士の菊田孝子先生
には、「空き家と税金」をテーマに、空き家を持
ち続ける場合、貸した場合、売却した場合など個
別に税金の計算方法も交えて説明していただきま
した。

最後に、空き家特別対策委員会の戸川大柵委員
により、空き家を利活用する場合の助成金の活用
など詳しく話していただきました。また、空き家
のままでいることのリスクをあげ、ぜひ、空き家
を活用されるようにと参加者に勧めました。
セミナー終了後、無料相談会が開かれ、祖父の

家が空き家になったので孫が活用したいなどの相
談が寄せられました。
（北支部副支部長・地域支援坦当 小島晴美）

文京・台東・北三支部合同研修会を開催しました
平成３０年９月８日（土）１８時１５分より、

北とぴあ９０２会議室において、毎年恒例の文京
・台東・北三支部合同研修会が行われました。今
回の研修会は、主に登録歴の浅い新入会員を受講
対象者として、各支部で活躍する先輩行政書士の
業務への取り組みを紹介し、また、交流の場とす
ることで、自身の業務の発展に繋げてもらうこと
を目的として開催しました。
はじめに、今回の主催支部である北支部の溝口

支部よりご挨拶があり、続いて北支部会員である
常住豊会長よりご挨拶をいただきました。
次いで第１部として、改正相続法（講師：北支

部・吉村信一会員）、入管業務（講師：北支部・
竹田紘己会員）及び法人に関する許認可業務（講
師：台東支部・福本健一会員）に関する講義が、
２０分ずつ行われました。
改正相続法については「法務局における遺言書

の保管等に関する法律」の概要が重点的に論じら
れ、法務局へ自筆証書遺言が保管されると、相続
発後、相続人や受遺者は遺言書の閲覧やその画像
情報に認証文のついた「遺言書情報証明書」の交
付請求ができ、しかも同証明書には検認が必要な
いことなどの最新情報を知ることが出来ました。
次いで、入管業務について、講師の実体験に基

づく臨場感ある業務の内容説明があり、就労資格
を取得しようとしている依頼者の従事する仕事が
単純労働ではないということを、法的三段論法に
より証明していくという点で、裁判同様にやりが

いのある面白い業務であることが語られました。
法人に関する許認可業務の講義になると、講師

から自分という人間を売るのが行政書士の仕事で
あると語られ、行政書士である自分を安売りして
はならない旨が伝えられました。
休憩をはさんで第２部では、参加者が第１部で

の講義テーマごとの分科会に分かれ３０分弱のグ
ループ討議が行われた後、分科会ごとに討議結果
の発表が為されました。また、各支部の新入・転
入会員より自己紹介と本研修の感想が述べられま
した。
最後に、文京支部の石井支部長、台東支部の渡

邊支部長よりご挨拶と本研修開催にあたって尽力
いただいた各支部の研修担当者へ労いの言葉がか
けられ、和やかなうちに研修の幕を閉じました。

（研修部次長：中村博人）
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相続法改正～自筆証書遺言の方式緩和について～

平成３０年７月６日、国会で「民法及び家事事
件手続法の一部を改正する法律」が成立し、７月
１３日に公布されました。これは主に民法で規定
されている相続に関するルール（いわゆる相続法
）を改正するもので、昭和５５年以来約４０年ぶ
りの大幅な改正であり、これまでなかった制度が
いくつか新設されることもあり、大きな注目を集
めています。
改正法の施行（運用開始）は原則公布から１年

以内（来年７月までに）となっていますが、今回
は、他の制度に先駆け、平成３１年１月１３日か
ら施行される「自筆証書遺言の方式緩和」の概要
についてお伝えします。
これまで、自筆証書遺言はその名のとおり、遺

言書の全文を遺言者（作成者）が自書（手書き）

することが法律上の要件となっており、財産が多
数ある場合などは大きな負担となっていました。
改正法では、遺言書の「別紙」として作成する

財産目録については、パソコンで作成したものや
不動産登記簿謄本や通帳のコピーの添付など、自
書でないものでもよいということになりました。
（ただし目録の各ページに遺言者の署名と押印が
必要）この新制度によって、遺言書を作成する方
が増え、相続トラブルの回避や長年、相続登記（
名義変更）がされずに放置される不動産が減少す
ることなどが期待されています。
遺言書や財産目録の作成、作成に関するご相談

は行政書士が承ることができます。ご依頼、ご相
談がありましたら東京都行政書士会北支部までお
問合せください。
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北区をゆく 第１０回 ～北区立中央図書館～

北区立中央図書館は、北区十条台にある公立図
書館です。２００８年３月以前は北区王子にあり
ましたが、十条台の中央公園内の赤レンガ倉庫（
１９１９年築、旧陸上自衛隊十条駐屯地２７５号
棟）を改装・増築して２００８年６月２８日に移
転・リニューアルオープンし、今年で１０周年を
迎えました。
館内にはカフェ（アトリエ・ド・リーブ赤煉瓦

Café）もあり、ナポリタン等の軽食をとることも
でき、長時間滞在して調べものをする人にも優し
い施設となっています。窓から緑を眺めつつ本と
お茶を楽しむといった贅沢な時間を過ごすことが
できます。
また、平日・土曜日は午後８時まで開館してお

り、仕事帰りの人たちにも利用しやすい施設とな
っています。
図書館の外観は赤煉瓦で作られており、樹木と

調和した美しい眺めを楽しめます。併設されてい

る公園では自然に触れることができ、四季を感じ
ることもできます。お子様との散策にもおすすめ
です。
読書の秋、お一人でも、ご家族とでも北区立中

央図書館へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
（広報部員：高坂友也）

遺言書

別紙目録の①及び②の不
動産を、長男の北区太郎に
相続させる。

平成３１年１月１３日
北区 一郎 印

(作成は全て自書で)

別紙目録

①土地
所在 北区王子一丁目
地番 ＊＊＊
地目 ＊＊＊
地積 ＊＊＊

②土地
所在 北区王子一丁目
地番 ＊＊＊
地目 ＊＊＊
地積 ＊＊＊
(↑パソコンで作成可能)

北区 一郎 印

◼ 目録はパソコンでの作成
が可能

◼ 不動産登記簿謄本や通帳
のコピーなどの添付でも
可能

◼ 目録には、遺言者の署名
と押印が必要
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立川悦史の“行政書士”飯～秋鮭のマリネ～

７

オ ト コ

ようこそ北支部へ!!
平成３０年４月から平成３０年９月までに北支部に入会された新入・転入会員の皆さんをご紹介します。

氏 名 入会年月日 事務所名称 事務所所在地 電話番号

矢島 純二 H30.6.1 矢島純二行政書士事務所 十条仲原2-2-4 03-3909-2225

篠原 かおり H30.6.1 竹田紘己行政書士事務所
赤羽西1-39-8
ｺｰﾎﾟ遠山304

03-5948-5428

毛利 公彦 H30.7.13
板橋支部より転入

毛利行政書士事務所 王子1-23-1-202 03-6903-0534

光永 謙太郎 H30.8.1
豊島支部より転入

行政書士光永総合事務所
浮間1-1-5
第3ﾌｿｳﾋﾞﾙ3F

03-5992-2758

光永 謙太郎

池袋から地元北区浮間に移転してまいりまし
た。建設業など許認可業務を中心に、事業と
暮らしのお手伝いをしたいと思います。

皆様こんにちは。元寿司屋の板前で、その後水
産商社や広告代理店、自動車の買取販売業などを
転々とした、酒と料理の好きな行政書士の立川で
す。「立川悦史の行政書士(オトコ)飯」と題した
スペースをいただきましたので、安くて手軽な季
節感のあったり（無かったり？）する、（単にお
酒に合うだけの？）料理をご紹介したいと思いま
す。
今回の料理は、秋鮭のマリネです！生の鮭が美

味しいシーズンになりました。今回はスーパーな
どで安く売られている「生鮭のあら」を使ったマ
リネのご紹介です。
[材料]
①生鮭のあら・・・・・・・・・２人分１５０ｇ
パプリカ・・・・・・・・・・・１個
たまねぎ・・・・・・・・・・・１個
※ほか、セロリや素揚げにしたエリンギ、電子レ
ンジしたカリフラワーなどお好みの野菜

②マリネ液（鮭・付け合せ野菜それぞれ用）
レモン汁（又はお酢）・・・・大さじ３くらい
煮切り酒（又は白ワイン）・・大さじ１くらい
オリーブオイル・・・・・・・小さじ１くらい
砂糖・・・・・・・・・・・・大さじ１くらい
ドライバジル・・・・・・・・小さじ１くらい
粗挽き胡椒・・・・・・・・・多めで適量
※ほかローズマリー、ケッパー、ピンクペッパー
唐辛子などお好みで
マリネ液はお好みで分量を調整してください。

砂糖の量の調節でお好みの味に変えられます。市
販のマリネ液やピクルスの漬け汁を使用してもＯ

Ｋです。
[作り方]
①の下ごしらえ
鮭はふきんなどで血と水気をよく取って、骨の無
い部分やカマは茶漉しで小麦粉を薄くまぶし、フ
ライパンに薄く油を敷き全体に火を通し、冷めた
ら３ｃｍ程の大きさに切りおきます。あばらなど
骨の多い部分はトースターで素焼きし、あらかじ
め骨を取り除きます。
パプリカ・玉ねぎなどは適当な大きさに櫛切り

にしておきます。
②マリネ液は鮭用と野菜用をそれぞれ準備し、ジ
ップ付きの保存袋に入れ半日ほど別々に冷蔵庫に
入れ漬け込み、食べるときに一緒に和えてお皿に
盛り完成です。
ビールはもちろんですが、キリっと冷やした白

ワインとの組み合わせがおススメです！



■さまざまなご相談にご対応いたします!!
[よくあるご相談事例]

■ 相続に関すること ■ 遺言に関すること ■ 成年後見に関すること ■ 離婚・家族問題

■ 借地・借家など不動産に関すること ■ 外国人のビザや帰化に関すること ■ 近隣トラブル

■ 会社設立や営業許可申請など事業に関すること ■ 売買・賃貸借など契約に関すること

その他上記以外のことでもご相談可能です

■北区の行政書士会主催だから安心!!
相談員は全て地元北区で働く行政書士です
行政書士会所定の研修を受けた専門相談員が
分かりやすく丁寧にお答えします

区役所無料相談会

北区役所で定期的に行っている無料相談会です

日時 偶数月(10月除く)の第一火曜
13：00～16：00

場所 北区役所第1庁舎1階ロビー
(王子本町1-15-22)

サテライト相談会

奇数月に区内各地で実施する特別相談会です

日時 奇数月の第一火曜
13：00～16：00

場所 北区内のふれあい館等の公共施設

※相談会場の状況により開催時期が変更になる場合があります。

※詳細は支部ホームページ、フェイスブックページのほか、北区ニュース等でお知らせいたします。

⚫ ご相談時間の目安はお一人様30分です。

⚫ ご予約なしでもご相談可能ですので、お気軽にご来場ください。

⚫ 継続相談(2回目以降のご相談)または業務依頼をご希望の場合は有料となります。

⚫ 継続相談、業務依頼をご希望の場合、相談センターにご連絡いただけますと、適任の行政書士をご紹介いたします。

ご予約・お問合せはこちらまで

東京都行政書士会北支部 相談センター
(電話受付時間:平日９時～１７時)

facebook.com/kitashibu.tokyo/


